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分類追加

No. 照会者 照会内容

接受日(補正前)

受付日 回答日 公表 日
完結 日
(取下 日等 )

回答まで
の自数

公表まで
の日数

処 理

A:ノーアクシヨン
BIノーアクションレターで受付したが、取下
0ツーアクションレターで受付せず、日頭で回答
D:その他(継続案件等)

下書

目ロロ
物品表示型前払式手段にかかる基
準日未使用残高の算定方法につい

て

H26.2.7 H26.4.3 55 61 E

圏目■■□
建物賃貸借契約の賃料債務等の運
帯保証事業

H26.4.28 H26.6.14 H26.6.15 16 17 A

保険業法 保険課 H26.6.27 D

保険業法 保険課
■■■■■

■■■

公的介護保険対象外の介護支援
サービス

H26.8.19 H26.10.14 H26.11.12 50 85 A

貸金業法 会社室 26.3.5 26.3.25 C

保険業法 保険課
■

26.3.7 26.3.27 C

貸金業法 会社室 26_9.2 26.9.2 0

26.9.4 D

信金法施行規則
(告示)

「自己資本の状況等について金融庁
長官が別に定める事項」の第4条

26.0.4 26.9.5 C

10 目■■■
「金錢の貸借の媒介」の範囲、無登
録媒介業者による金銭の貸僣の媒
介広告等

26.9.5仮 D

11 保険業法 保険課 ■■■■
26.0.10仮

27■13仮

く― ―― ――

(処理の分類)

A:ノーアクシヨンレター常サ度で回答
日:取 下or回答せず
0:口 頭orメ ールで回答
D:処理未定 (継続案件等)

E:一般法令照会で回答

一般

ノーアク

ノーアク

′―アク

備考

五五塗量虫
補正中。

1真重な検討が必要として60日 に延
長

ノーアク
→口頭

ノーアク
ーロ頭

ノーアク
→口頭

ノーアク

一般
→口頭

一般

五五検鼓虫
再補正中。

土五塗戯虫
補正指示済み。

11月 4日 の応接以後、連絡無し。

ノーアク

対象法令   1担 当課   |

H26.4.9

|

1前払式証票規制 |

法      1会 社室

|(金
融会社室) |

|       ||       |

1保

険業法

   1保

険課

口

.        . .            .        ‐   .      . :::::::::|:|

l         l
l         l

l金

融商品取引法

『

券課

|

|

1協金室→

1健

全性基準室

:

I

I

|

|         |

1亨

金業法
   1会

社室
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No. 対象法令 担当課 照会者 照会内容 受付日 回答日 公表 日
完結 日
(取下日等 )

回答まで
の日数

公表まで
の日数

処理

A〕 ノーア ション
B:ノーアクションレターで受付したが、取下
C;ノーアクションレターで受付せず、口頭で回答
D:その他 (継続案件等)

下書

保険業法 圏□■国 ガス機器の安心点検・保証サービス
27.1.26

2■ 4■ 補正
A

13 貸金業法 会社室
■■■

建物賃貸借契約時の保証金差入(法

定利息の支払合意、抵当権設定有
り)

26.10,仮 26.10_10 0

14 銀行法 銀 1 ■■■薗ロ
26.106仮
26.10.20仮

D

15 保険業法 保険課
26.10.22

26.12.12
26.12.12 B

16 貸金業法 会社室

■■■■■■

26.10.20仮 27.1.23 B

17 銀行法 銀 1 26. 1 2. 1 1 仮 27.2.26 0

13 賃金業法 会社室
■ ■

27.■9仮
27■ 16仮 27.1_19 C

金融商品取引法 証券課 ■■■■ 27.3.26 27.43 C

20 貸金業法 会社室 目田田 ■■■
27β.30 D

接受日(補 正前) BI取下or回答せず
0(口 頭orメールで回答
D:処 理未定(継続案件等)

E:一般法令熙会で回答

ノーアク

′―アク

備考

ま左換証虫
口頭回答済。

提出するかどうか検討中。

ノーアク
‐取下

ノーアク
回答し
い事案

ノーアク
→口頭

ノーアク
→口頭

ノーアク
→口頭

ノーアク
ーロ頭

会社室より返送

般
畷

一

ｒ
．
↓

|

|

1保

険課

____」

二____」

27.3.27
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接受日(補正前)

受付日 回答日

A:ノ ーアクションレター制度で回答
Bワーアクションレタ=で受付したが、取下
C:ノ ーアクションレターで受付せず、口頭で回答
D:その他(継続案件等)

下書
冦 縮 日

`取

下 日等 )

回答まで
の日数

公表まで
の日数

処 理公表日担当課 照会者 照会内容No. 対象法令

26.6.27保険課保険業法

26.9.4 2■ 4.3■■■□圏圏

26.9.10傾

271■ 3仮保険課 ■目■■保険業法

20■ OF仮
26.10.20仮■■□□■銀行法 銀 1

A27.4.10ガス機器の安心点検・保証サービス

27.1.26

27.3.20

補正要求
27.4.11甫 IE

27.4.7■■■■■

27.3.26 27.4.3■■■■
■

金融商品取引法 証券課

27.7.29H27.7.24証券課
■■■■■
■■■■金融商品取引法

27.8.17

原課でやり
取り中
(H27.8● 2)

金融会社室
■■■■資金決済法

―旦取下
|ザ

2015/8/7
保険業法 保険課

33 35「金錢の貸借の媒介」(賃金業法第2条
第1項 )該当性|=係る解釈について

H27.10.29 H27.12.1 H27.12.3会社室 目■■■10 貸金業法

11
銀行法
資金決済法

銀1課、会社
室

H28.1.21 A
光アクセスサービス等に接続する機器
に故障・破損等が生じた際、修理サービ
ス又は代替品の提供を行う業務 .

H23.1.14 ‖28.1■ 8保険課 ■■■
12 保険業法

H28.1.18 H23.1.21
移動通信サービスの接続機器に故障・
破損等が生じた際、修理又は代替品の
提供を行うサービス

保険業法13

(処理の分類)

A:ノーアクションレター制度で回答
B:取下or回答せず
0:口 顧orメールで回答
D:処理未定(継続案件等)

E:一般法令照会で回答

ノーアク
→正式版提出

なし

ノーアク
→正式版提出

なし
(電話回答)

ノーアク

ノーアク
→口頭

ノーアク
→取下

ノーアク
ーロ頭

ノーアク→口頭

ノーアク→一旦
取下げ

一般

ドラフト版
⇒その後連絡な

し

ノーアク

H28.1.15 ノーアク

ノーアク
→正式版提出

なし

|       |

1金

融商品取引法
1証

券課

|

9

|

1保険課保険業法

 |

====コ

|

|

1保

険課



ノーアクションレター及び一般法令照会
(処理の分類)

Aツーアクションレター制度で回答
B:取下o「回答せず
0:口頭oみ―ルで回答
D:処理未定 (継続案件等)

E(一般法令照会で回答

ノーアク
→正式版提出

なし

一般

ノーアク
→取下

ノーアク
→取下

ノーアク

ノーアク

ノーアク

非酸楽菫件

非識議案件

No. …

__

対象法令 担当課 照会者 照会内容

接受日(補正前)

受付日 回答日 公表日
完 縞 日

`取

下 日等 ヽ
回答まで
の 日 数

公 表 まで

の 日数

A:ノーアクションレ で 回

B:ノーアクンヨンレターで受付したが、取下
C:ノーアクションレターで受付せず、口頑て回答

D:そ の他 (継続案件等)

処 理

資金業法 会社室 H28`.!4仮 D

金融商品取引法 証券課 ■■■目田
顧客との間で締結している金利スワップ取引に
ついて

H23_4.18 H28.4.22 H23.4.22 4 4 E

保険課 H2●4.26仮 B

賃金業法 会社室 圏□目目■■ ■■■■■
H28.6.6 H28.3.26 B

保険業法 保険課 H2■ 6.30仮 B

保険業法 保険課 ■■■■ H20.7.26仮

“

203_濃 0

保険業法

保険業法

保険課 ■■■■■■ H23.3.1仮 議28.,7 C

保険課 H28,7仮 継

保険業法 保険課 H28.9.12仮 a

1() 会社室 ■■■■■■ H20.9.23仮 C

11 保険業法 保険課 H23.9.23仮
=29.1`.11

C ノーアク

ノーアク.

→取下

L正三二

保険業法

貸金業法



接受 日(補 正前 )

B:取 下or回答せず
C:口頭orメールで回答
D:処理未定 (継続案件等 )

E:一般法令照会で回答

ノー ′クン ヨン レター 制 瞑 ヾ口 合

ノーアクションレターで受付したが、取下
ノーアクシコンレターで受付せず、口競で回答
その他(継続葉件等)

一 般

ノーアク

ノーアク

ノーアク

/―アク

ノーアク

28

処 理 取下書
回答 まで

の 日数

公表 まで

の 日数公表日
完結日
(取 下日寄)

受付日 回答日照会者 照会内容No. 対象法令 担当課

H28.9.20仮
照会者が.銀行との間で.上記あっせん案て提
示された額を前提とした相殺が有効であること
を前提とする和解を行うこと等について

12 金融商品取引法 証券課

な29.10.12H28.9■ 0仮保険業法 保険課13

H28.10.25

仮
H29_4.514 保険業法 保険課

H23.11'仮
■■■■

金融商品取引法 証券課

聘23.11.9H2田 ,7仮保険業法 保険課

H29.3.31仮 綺
=9.4.6

,7 保険業法 保険課 ■■■■

コ

|
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処 理

追 加

紅 …

__

対象法令 担 当課 照会者 照会内容

日 (捕工前)

受付日 回答 日 公表 日
完結 日

`取

下 Π筆ヽ
回答まで

の 日敗

公表まで
の 日翫

ヽ ノーア
8:ノー7クションレターで受●したが、取下
Cツーアクションレターで受(1せず、口頸て回答
● その他 (経続案鮮等)

下審

保険業法 保険癬 圏圏目日■■ 29.4.21 B

保険業法 保険課 29.6.10 B

保険業法 保険課
■■■■■日

29.5.17仮 29.5.23 0

保険業法 保険蹂 圏圏目目■■

■■■■■■■

2.5.20仮 2,.0中 予定 0

銀行法 銀1謀 目日圏園□田菫 29.5.24仮 0

1書託業法

山林の特定の共有持分権者から、本山林の共

有持分を信託財産として、本共有持分権者を

受益者とする僣託の引受を行うことの信託業

法骸当性について

29.11.10 H20.11.30 H307.2 ,7 214 A

保険業法 保険課 20.6.23仮 0

保険業法 保険課 23.6.23仮

保険業法 保険課 ■■■■■■■ 20,21仮 B

10 保険業法 保険課
■■■■

29.7.25仮

(処理の分類 )

Alノーアクションレター制度で回答

日:取下or回 答せず

01口 頭oメールで回答
D:処理未定 (継統案件等 )

E:一 般法令熙会で回答

ノーアク
〈申請要件を満
たしてないこと
から受理却下)

′―アク
(申請要件を満
たしてないこと
から受理却下)

ノーアク

ノーアク

ノーアク

(過去熙会事案

と同内容であっ

たため、日答せ

ず )

ノーアク

ノーアク

ノーアク  先方が口頭回答を希望

保険業法に該当する旨、日頭に
て連絡。
該当する旨、書面での回答が必
要であれば、正式書面を提出す
るよう、伝達したものの、提出な
し。

ノーアク

ノーアク  平成30年 7月 公表予定。銀 1課



29

接受日(補正前) 8:取下 o「回答せず

C:口 頭 o「メールで回答

0:処理未定 (総続案件等 )

E:一 般法令熙会で回答

B,ノ ーアクションレターで受付したが、取下
0ノーアクションレターで受付せず.口鴫で回答
D`そ0他帷 続案件年)

ノーアク

′―アク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

′―アク

ノーアク

―投法令照会

何度かのやり取りの後、先方からの連絡待ち状
`

何度かのやり取りの後、先方からの連絡待ち状 ,

非公開での手続きを希望

非公隠での手続きを希望

非公開での手続きを希望

非公開での手続きを希望

受理要件満たさず

非公開での手続きを希望

ノーアク

回答 まで

の 自樹

公表 まで

の 日翫
処理‖o. 対象法令 担当課 受付 日 公表 日

完結 日
(取下 日事 )

照会者 縮会内容

1111 資金決済法 金融会社室

■

ゲーム内コンテンツに係る資金決済法の前払
式支払手段の該当性について

299.4 29.9.15 29.9.15 29.9.15

12 賃金業法 金融会社室
■

29.9.26仮

13 29.10.10仮保険業法 保険課

保険業法 保険課 ■■■■ 29■ 0■ 6仮

20.10.16仮保険業法 保険課 ■■■■■目目

16 保険業法 保険課 □日目 29.10.26仮

17 保険業法 保険課 29.11.27仮

18 賃金業法 金融会社室 ■■■■■■ 30.2.1仮

19 保険業法

20 自動車損害賠償

保障法

保険課

保険課
※照会者の範囲の対象
■

^

被害者がマッサージ師寄の施術を受けるにつ

き、自賠責から治療費の支払いを受けるため

には医師の同意が必要か :

30.2.7仮

30.2.22仮

21 保険業法 保険課 303.9仮

22 保険業法 保険課 ■■■■□■■ 30.3.22仮 ノーアク

非公開での手続きを希望

r―
― ―

1回答 日

1

|

1(

|

|

|

:

:

|

:

|

・‐コ

|

|

ln'r*

「

T~~T~~

′―アク



ノーアクションレター及び一般法令照会
追加

崚受 日(11正 前 )

日 答

Eノーアクソョンレターで受付したが.取下
c:ノーアクションレターマ晏

`サ

″ 、口環で口答
0,その値(縮 ●澪件■,

M 対象法令 担当課 熙会者 照会内容 受ヽ 日 回答日 公表 日
完結 日

`■

下 B4)
回番 まで

の 日数

公 五 まで

の 日数
処 理 取下憲

保険業法 保険課 ■■■■ 3049仮

保険業法 保険課 ■■■■■■ 304.20仮

賃金業法 会社富
■ ■ ■■■

305.25仮

保険業法

保険業法

保険課 ■■■■■■■ 00.60仮

保険課 ■■■■ロロ 30.7.13仮

資金業法 会社室 30.7.27仮 3月 24日

保険業法 保険課 ■■■■■■ 3089仮 0月 15日

資金決済法 フィンモこ室 ■■■■ 303.1●仮 3月 14自

資金決済法 フィンモニ室 ■■■■ 30.9_1'仮

貸金棄法 会社室 ■■■■
■ ■

30.(0.22仮

銀行法 銀 1 ■■■■■■ 30.10_20仮

資金決済法
会社室.フィンモ
ニ
=

■■■■■■ 30.10.20仮

資金決済法 会社室 ■■■■ 30.11.'3仮 l(月 10日

資金業法 会社室
■

3● 11.14仮

保険業法 保険課 ■■■■ 30.11.2'仮

(処 理の分類)

A:′―アクションレター制度で回箸
BIn下 or回 答せず
o:口 晨。rメールで回答
0,処理未定 (撻競案件等)

E:―薇法令用会で回答

ノーアク  非公開での手続きを希望

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノー7ク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノー7ク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

電話にて回答。

ノーアクは利用せず、電話回答を希望.

ノーアクは利用せず、電話回答を希望。

電話にて回答.

電話にて回答。

ドラフト取り下げ。

ドラフト取り下げ.

電話にて回答。

電話にて回答

|

|

|

___」

「

~~~~~~~~~~~~~

「

~~~~~~~~
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自(補 正前)
B:取下o「回答せず
c:口 頭 o′メールで回答
01処理未定は 続案件等)

饉―餃法令燎会で回答

8ノーアクンヨンレターで贅●したが.取下
0ノーアクションレターで受付せず.口 所で回答
D,その修く経読来件年)

ノーアク  電話にて回答。

ノーアク  電話にて回答。

ノーアク  電話にて回答。

ノーアク

ノーアク  メールにて回答。

一板法令熊会 電話にて回答 .

―震法今撻会 ―量は電話にて回答.先方は警面希望。法令照会対象外 .

―餃法令照会 口頭回答 .

ノ‐アク  照会内容が纏まつておらず、再度保険会社と調螢するよう指示 .

ノーアク

回答まで 公表まで
のB散 処 理 取下著oヽ 対象法令 担当課 照会者 熙会内容 受付 曰 回番 日 公表 曰

売 競 日

(取 下 日等 )

金商漱 証券課 自目自■ 00■ 2.10仮

賀奎袂 清法 会社室 ■■目■■目 00"2■ 4仮

19.1.9仮13

保険業法 ■目口‐
,0.1.“ 仮

20 保険業法 ■■■■■ 191.3`仮

21 銀行法 銀 1 目日目 為替取ぢ,該当の有無. 19.25仮

19.2.14仮

金商法上の特例業務届出者が投資運用業務
をおう際.犯収法■、接贅運用先の本人確認
等を行う必要があるか等 .

■■■

保険募集の販促活動として、保臓契約を積鶴.し

ている団体の構成員が多加する自団体主催の
セミナーや無親会に係る費用について、保険募
集人が負担することが「特別の尉なの提供」に
議当するが奎_

19.2.2Oi|F保険業法 保険課

保険業法 保険課
■■■■

19.3.3仮

資金業法 会社室 ■■■■■■ 19.3." 10.310

1全

商法
    1証

券躁

|

1保

険震

|

1保

険課

|       |
1犯収注

  1調
査警 証券躍

l, - a F z r> i < >,/ t:R6nlfi ,!isi*



ノ…アクションレター及び一般法令熙会
接受日(務正前 )

(処理の分類)

A:ノーアクションレター制度で回答
B:取下or回答せず
0:口 頭orメ ールで回答
D:処 理未定(1日続案件等)

E:一般法令照会で回答

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノ=アク

′―アク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

口頭回答。

先方反応なし。

日頭回答。

口頭回答。

先方スキーム見直し。

口頭回答

口頭回答

a010,10.1B##(lj7yt &a!.,7
rf)

IB年 10月 8日 、奏糠済みの事業に
つもヽでは′…アクションレターの対
象とならない旨連機先方7。

犠別の,■令熙会として対応済み (20

年1月対応終了)

2019.1た 0当 庁から質問等メール
送付後、返償無し苺

"お
ユ24電話で口頭回答、ノー

アクの取り下げ了

ノーアク

′―アク

分

ノーア
日:ノーアクションレターで受付したが、取下
C:ノーアクションレターで受付せず、口頸で回答

0:その他 (経続案件等〉

公表 まで
の B綺 処 理 取下書回答まで

の 日設回答 日 公表日
完結自
(取 下日等)

受付ロ照会内容担当課 照会者

19.4.5仮
■■■■■保険業法 保険課

19410仮金商法 証券課

19.4.12■■■■保険業法 保険課

19.5.13仮■■■■■■保険業法 保険課

19.5.21仮
■■

19.5.01仮

`0議

.絆 3■■■■■保険業法

19.03仮保険業法 保険課

19.6.26仮保険業法 保険課 ■■■■■■

4か月延期19.73 10.7.0

金融機関 金融機関 からの融資 を希望 する

者のマッチングチングプラットフォームの開
発・運営

会社室賃金業法

10.7.3仮地震保険金で補てんされてない部分に係る建

替え又は補修サービス保険課10 保 険業法

,9_10.1810■ 18仮11 保険業法 保険課

19,23仮 19.9.212 保険業法 保険課

10.10お19.9.26仮■■■■■13 資金決済法 FM室

19.1024仮保険課14 保険業法

19.11.5仮 20.3.2保険課 ■■■■■15 保険業法

19.1■8仮 201.24
■■■16 信託業法 銀 1

19.12.3仮17 貸金業法

19.12.6仮 20.1.2818 保険業法 保険課

19.12.19仮■■■■19

19.12.19仮■■■■■■20 資金決済法 FM室

ノーアク

ノーアク

F

|

l*a,* lmx*

:

l*+ie

|

資金決済法
  IFM窒

It*;*+

「

~~~~~

「

~~~~~~~~

1保
険課

 __



接受曰(補正前 ) BI取 下or回答せず
C:口 頭orメ ールで回答
D:処 理未定(継続案件等)

法令照会で回答

日1ノーアクションレターで受付したが、取下

Cフーアクションレターて贄付せず、口願て回答

0:その他 (継続案件等 )

E:―

′―アク

ノーアク

ノーアク

処 理 取下書回答まで
の 日場

公表まで

の 日数
完結 日
(取 下 日等 )

受付日 回答日 公表 日担当課 照会 者 照会内容M. 対象法令

2020.1 ,フ21 金商法 19.12.24

20.1.16仮 20.2.′22 保険業法 ■■■

202.19仮FM室 ■■■■23 資金決済法

20.3.26仮 20.6.2保険課 ■■■24 保険業法

lemm



ノーアクションレター及び一般法令照会

模受日(補 正前 )

分頸
]

ノーア ンレタ
:,:′―アクションレターで受付したが、取下
C:ノーアクションレターで受付せず.口 霞て回答
D:そ の他(撻続案件等)

1lo 対象法令 担 当課 照会者 照会内容 受付 日 熙会 曰 回答 日 公表日
完縮 日

て取下 自等 )

回 答 まで

の 日懃

公 表 まで

の 日数
処 理 取下書

金商法 市場課 公開買付関連 2020.5.1仮 2020.5.20 2020.0.26 2020.6.2, 30 A

資金業法 会社室

資金葉法 会社室 ■■■■■

賃金業法 会社室 ■■■■■■

僣れ業法 銀 1 ■■■■ 2020.6.3

銀行法

賃金業法
資金決済法

銀 1、 会社室
FM

■■■■■■ ■■■■■■ C

保険業法 保険課
■■

2020.6.29

仮
202030 0

銀行法 3長 1 ■■■■■■ 2020.7.9仮 2020.1130

賃金業法 会社室

市場課

会社室

■■■■

■■■■■

2020.7.27

仮

2020.7.2,

仮

2021.1.5

金商法

貸金業法 ■■■■■

B

11 2020.3.3仮

12 賃金業濃 会社室 ■■■■■■

18 銀行法 銀 1 ■■■■■

14 保険業法 保険課 ■■■■■■■ 2020.12.23 0

1し 保険業法 保険課
2020.10.27

仮
2020.11.17

16 保険業法 保険課
2020.11.10

仮

17 賃金業法 会社室 目■■
2020.11.10

仮
2021.45

18 保険業法 保険課 ■■■

19 保険業法 保険課 ■■■■■■■
2020.12.10

仮
2021.1.31

20 資金決済法 FM室 ■■■■

21 保 険 業漱 保険課
2021.1.20

仮
C

〈処理の分類 )

A:ノーアクションレター制度で回答

B:取下o「回答せず

o:口 頑。「メールで回答

D`処理未定は 続案件等 )

E:一 般法令熙会で回答

用制度

′―アク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

m20.6.3電 話で口頭回答、ノーアクの取
り下げ了

2020■ ■30サ ービスの断念、取り下げ
連絡あり(メール)

202■ 1.5熊 会者より取下げの連絡有り

2020.8.14

-■保驚する旨連絡有リ
(代理人 ■ ■■■)

資金栞t=菫襲すると

“"さ
れる可確●

“

否定0
ない口轟

"―
取下げを含め、対応を横村する.

2020.11.1魂結(ドラフトを取り下げ)

2021.6● 0取り下げ(完織)

2021.4.5取 り下|チ

2021.6.10メール回答(完編)

先方と面談を実施 (3/15)し、回答を伝

達済。

2021.6.4メ ール回答 院 結 )

|

12020,8仮

12020珈 2

1仮

12020瀾 3

1仮

12020,29

1仮

12020ml

l仮

L

12020.3.28

1仮

12020.10.6

1仮

|。 ..。 1^,、

lγ
4''t''°

■■■■■               |'X

IB

L_
1緩

20.12.1

","■
■■~~~三

===三==」 硼■目

■

|



Bi取 下 o「 回答せず

01口 頭。rメールで回答

Dl処 理未定 (趣続案件等 )

E:一 般法令照会て回答

:3ツーアクションレターで受付したが .取下

cフーアクションレターで受

"せ
ず、口頭で回容

o:その他 (絶続案件等 )

用制度  memo

ノーアク 7/15取 下げ連絡

法今照会

ノーアク 2021.6.10メ ール回答 (完結 )

ノーアク 202■ 6.4メール回答 (完結 )

日 (補正前)

取下薔処 理回答 日 公表 日受付 曰 熙会 日Ro. 対象法令 担 当課 照会者 照会内容

2021.2.10

仮
22 金商法 企業開示課

20 26202!.3.1 20210.26 2021.3.26銀 1

証券課 ■

フォールバック条項の合意を行うこと及び本取

扱によることが特別の利益の提供の禁止又は

損失補壇等の禁上に抵触しないことの確認

2021.3.1仮金商法

銀行′
=

2021.3.3仮24 保険業法 保険課

2021.3.4仮25 保険業法 保険課 ■■■■■

回 合 まで



姜受日(補正前)

A:ノーア 度で 答

B:ノーアクションレターで受付したが.取下
C:ノー7クションレターで受付せず、口頭で回答
D:そ の他職 続案件等).

No. 対象法令 担当課 照会者 照会 内容 憂行 日 照会 日 回答日 公表 日
完縮日

`:i,下

曰筆)

回答 まで

の 日数
処 理 取下書

資金業法 会社室 2021.41仮 2021.4.9

保険業法 保険課
目■■

2021.6.17

仮
2021.9.21 C

保険業法 保険課 ■■■■■
20210.10

仮
2021.10.29

保険業法 保険課

証券課

圏目目目目目 2021.7.7仮 2021.12.15 0

C金商法
2021.9.14

仮
2021.11.6

保 険業法 保険課 日■■■■
■

2021.9.14

仮
2022.2.24 C

保険業法 保険繰 ■■■■
2021.10.6

仮
2021.11.10 0

保険業法 保険課
2021.11.2

仮
2021.12.24

貸金業法

金商法

FM室

証券課

証券課

■■■
2021.11_5

仮
44733 C

■■■■■■
2021.11.9

仮
2021.12.24

金商法

保険業法

目■

2021.11.10

仮
2021.12.24 C

12 保険課
■

2021.11.17

仮
2022.1.14 C

13 資金決済法 FM室 ■■■■■■
2021.11.24

仮
R4.1.24

14 保険業法 保険課
2022.1.21

仮

15 保険葉法 保険課 2022.2.1仮 2022.3.1

16 保険業法 保険課 ■目日■目■■ 2022.2.2仮

銀行法 銀 1
■■ ■■

2022.3.0仮 R4.3.7

10 保険業法 保険課 2022.3.4仮

19 資金決済法 FMEE ■■■■■■ 2022,4仮 R4.3.28

20 資金 決済法 FM室 ■■■■■■■ 2022.3.4仮 R4.3.28

2, 賃金業法

資金業法

FM窒
2022.3.11

仮
R4.3.16

22 FM室
■■

2022.3.25

仮
R4.3.01 D

“

理の分類)

A:ノーアクションレター制度で回答
B:取下or回答せず    ‐
01口 頭orメールで回答
0:処理未定機 続案件等)

El―餃法令照会て回答

用制度

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

′―アク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノ…アク

ノ…アク

ノーアク

ノ…アク

′―アク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

2021/12/24メ ー ル にて完 結

葉者に対しては質疑肇構続対応中.また、菫肉て
は対応方針について検討中.

●先方より.先方が納得いく形での文書口答であ
れば取り下げる旨申出があり.6/21に先方へ文さ
(,DF凄 回答済み.

12/24web面 談にて回答

過去に行われたパプリックコメントにお
ける照会と同種類似であり、通常の法
令照会として回答

2022ノ 1/14メールにて完結

202■ 4.9照会者より取下げの連絡有り

9/2,web面 談で伝達し完結

10/20メ ールにて完結

2021/12/15メ ールにて完結

(1/5メ ールにて完結

2022/2/24メ ールにて完結

2021/11ノ 10web面 談で回答し完結

2022.■24照 会者より取下げの連絡有り

贅疑やりとり積続中

2A22/3 / 1 .l- tVL< F-tE

質疑やりとり継統申

2022,7照会者より取下げの連絡有り

質疑やりとり継続中

2022.3.28熙 会者より取下げの連絡あり

2022.3_28照 会者より取下げの連絡あり

202こ ,5照会者より取り下 |プの違綺あリ
0(20″ 0`2,時点)"方より個別相餞としての回
答を要望されており、6′ 24メールで0答済み.

2022.3.31熊 会者より取り下げの連絡あ
り

ノーアタシヨンレター及び一般法令照会

|



ノーアクションレター及び一般法令照会
〈処理の分類)

A:/―アクションレター制度で回答
日:取下o「回答せず
o:口 頬。「メールて回答
D:処理未定(継続案件等)

ピ1-般法令照会て回答

一般法令照

′―アク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

用制度

ノーアク

ノーアク

ノーアク

′―アク

ー般法令照
会

ノーアク

質疑やりとり継続中

公表不同意のため

`固

別対応。質疑やり

とり継続中

個別対応することで合意

資金業室とやり取り継続中

償別対応することで合意

クションレタ で

ノーアクションレターで受付したが、取下
ノーアクションレターで受●せず、口窺て回答
その他〈継置案件等)

接受日(補 正前)

No 対象法令 担当課 照会 者 照会内容 受付 曰 熙会 日 回答 曰 公表 日
完縮 日

(11又 下 B等 )

公表 まで

の 日数
処 理 取下書

保険業法 保険課
■■

外国人のために●理店自身が契約者となる場
合の自己契約該当性等

2022.5.10

仮

保険業法 保 険 課
2022.610

仮
O

資金決済法 卜M壼 R4.75

賃金業法 貸金葉室 ■■■■■■ R4.10.12 R4.11.2

R4.11.1賃金業法 資金葉室
■■■■

金融商品取引法 証券 課 ■■■■ R4.11.7

資金決済法 FM室 2023.1.12 2020.1.11 0

賃金業法 資金業窒 2022.1222 2020.1.19 C

保険業法 保険課 200.2.20

10 資金決涛法 FM奎 2023.3.15 0

,1 金融商品取引法 証券課 ■■■■ 2023.2.6 2023.3.23

12 保険葉法 保険課 ロロ■■■ 2023.3.3 2023.3.24

12022.624

1仮

1金鱗僚務の支払いを代行する立書払いサービ |“
"^。

た
|スの賃金業法への該当性         

「

,.′ .40L

l

IR4″
0

l

|“
1●30

|

120201.20

|データ通信のためのパケットの「前払式支払手 1._。 .。 .^

1段」該当性                 rV`°・°・'V



ノーアクションレター及び一般法令照会
(処理の分類)

Aツーアクションレター制度で回答
B:取下o「 回答せず
Cl口 頭Orメールで回答
D:処理未定(継続案件等)

E:一般法令籠会で回答

利用制度

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアク

ノーアクション て

餃 ノーアクションレタ=で 受付したが、取下
C:ノーアクシヨンレターで受イすせず、口頸で回答
Dlその他 (継続案件等 )

接受曰(補 正前)

N∝ 対象法令 担 当課 照 会者 照会内容 受付日 照会日 回答日 公表 日
完結 日

`取

下 日客 )
処 理 取下書

資金決済法 FM室 ■■■■■■
■■

2020.4.18 2023.4.27

保険 業法 保険課
■

2023.4.4 2023.5.29

資金決済法 FM室 ■■■■■■ 2023.5.30 2023.5.31 C

資金決済法 FM室 2023.6.2 2023.6.16 C

貸金業法 貸金室 貸金業の該当性 2023.0.7 2023.619

資金決済法 FM室 2023.6.7 2020.6.20 C

金融商品取引法 証券 課 2023.725 D

保険業法 保険課 2023.7.27 D

貸金業法 賃金室 2023816 D

10 保険業法 保険課 2023.329 D

|

|




